
若 宮 公 民 館 だ よ り                 平成２９年９月１日（第３８０号） 

 

 5 日（火） 子育てサロン 

 6 日（水） 読み聞かせ 

 8 日（金） 公民館運営審議会 

12 日（火） 高齢者のつどい 

19 日（火） 子育てサロン 

20 日（水） 
知っ得シニア 

校区連合自治会 

21 日（木） 草木染教室 

22 日（金） 竹とんぼつくり 

27 日（水） 子ども教室実行委員会 

9 月 ８日（金） 実行委員会・分科会立ち上げ 

9 月 下 旬     作品受付開始 

10 月 24 日（火） 作品受付締切 

11 月 11 日（土） 前日準備 
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日頃から公民館を利用されている方の作品、他のサ
ークル・団体で学んでおられる方や個人で創作活動を
されている方々の作品も広く募集いたします。 
申込み・問合せ 若宮公民館（３４－７６１２） 

日 時  11 月１２日（日）９時～14 時 30 分 

場 所  若宮小学校 

若宮校区文化祭のお知らせ 

☆文化祭までの主なスケジュール☆ 

第 67 回新居浜市美術展覧会作品募集 

家具を固定し地震被害を防ぎましょう 

 愛媛県地震被害調査では、南海トラフ巨大地震による

屋内転倒落下物等による死者は、家具等の転倒防止対策の

実施により約７分の２に軽減されると想定されます。この

ようなことから、高齢者などの世帯を対象に、家具転倒防

止等推進事業を実施しています。安全な住まいづくりの第

１歩として、是非ご活用ください。 

対象世帯 

市内に居住し、次のいずれかに該当する人のみの世帯 

① ６５歳以上の人 

② 介護保険法に基づく、要介護度が要支援１、２また 

は要介護１～５の認定を受けた人 

③ 身体障害者手帳１、２級を所持している人 

④ 療育手帳を所持している人 

⑤ 精神障害者保健福祉手帳を所持している人 

内  容 

家具の固定及びガラス飛散防止に係るフィルム等の材料

費は、各自ご負担していただきます。 

 市が負担する部分は１世帯につき、家具固定３点・ガラ

ス飛散防止フィルム４枚の施工に係る費用となります。 

申  込 

家具転倒防止等推進事業申請書に必要事項を記入し、防

災安全課へ提出をしてください。（郵送可） 

詳細は、防災安全課までお問い合わせください。 

 

新居浜市役所 市民部 防災安全課 

TEL（０８９７）６５－１２８２ 

FAX（０８９７）３３－５１８０ 

   E-mail：bousai@city.niihama.ehime.jp 

 

 11 月 3 日から 11 月 12 日までの間、あかがねミュージアムに

おいて開催される第 67回新居浜市美術展覧会に出品する作品

を募集します。奮ってご応募ください。 
 
 

募集部門；日本画、洋画、書道、版画、デザイン、写真、 

工芸（陶芸・美術工芸・彫塑立体） 

応募資格；市内在住者、市内出身又は市内で勤務、学習   

   している者および市内中・高校生 

申し込み・搬入；１０月１９日（木） 

9 時 45 分～17 時 00 分 

（あかがねミュージアム多目的ホール） 

応募方法；市役所、あかがねミュージアム、公民館、文化協

会においてある募集要項をご覧になり、所定の申

込書に必要事項を記入の上ご応募ください。 

問合せ；文化振興課（６５－１５５４） 

～広く作品を募集します！～ 

平成 29年 秋の全国交通安全運動 

【期間】9月 21日（木）～9月 30日（土） 

○ム チャするな ○ジカンにゆとり ○ココロのよゆう 

～知っ得シニア～ 

「あなたにも今すぐできる詐欺対策！」 
 

 「ATM で還付と言われたら、それは詐欺です！」

いろんな事例をもとに、高橋寿美先生に詐欺被害に

合わないための極意を教えていただきました。私は

大丈夫と思っていても、実際に詐欺電話を受けると、

心臓がバクバクして頭が真っ白になるそうです。ま

ずは、留守電にして相手を確かめてから出ましょう。

うっかり詐欺電話を受けてしまったら、お金を送る

前に、必ず誰かに相談して身を守りましょう！ 


